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１ はじめに 

令和５・６年度の市民参加推進委員会は、令和４・５年度に終了した市民参加条例の対

象２２事業に対して、以下の３点について、審議し評価を行ってきた。 

（１）市民参加の方法の選択について 

（２）市民参加の方法のスケジュールの妥当性について 

（３）事業の内容や市民参加の仕組みに対する市民等への情報提供について 

総じて、形式的な市民参加の実現には至っているものの、より実質的な市民参加を行

っていただくために、下記のとおり答申としてまとめるものである。 

 

２ 方法の選択のあり方について 

 全ての事業について市民参加条例の規定どおり、複数の方法が選択されており適正に

運用されていた。さらに、３つ以上の市民参加の方法を実施し、積極的に市民参加の実施

に取り組む姿勢がある事業も見受けられた点は評価できる。 

より実質的な市民参加を実現するためには、方法選択の際に、その事業の影響を受け

る市民等が、①いかに意見を言いやすいか、②意見の提供の機会を設けられているかを

より深く考慮することが重要である。 

なお、「市民参加＝住民参加」であると思われがちであるが、市民等には、住んでいる

方だけでなく、事業者や関係団体、本市で働く方や通学する方も含まれている。事業の影

響を受ける市民等の検討をより一層深めていただきたい。 

 また、意見の数（参加可能な人数・参加者数）が市民参加の結果の一つの指標となるの

と同様に、意見の質（的確さ・深さ）も重要な観点である。 

一つの方法において数と質の双方を高める努力も重要であるが、条例上複数の方法を

実施する必要があるため、それぞれの手法が持つ特性を十分に考慮し、その事業の性質

に応じて活用することが望まれる。 

審議会やパブリックコメントを選択する事業が多く見受けられるが、意見交換会や公

聴会、政策提案制度、その他効果的と認められる方法なども活用を検討されたい。 

また、審議会など活用の多い手法においても、従前のやり方を踏襲するだけに留まら

ず、ワークショップ型審議会の開催やクロスアンケートの活用など、より質を高めた手

法の使い方も参考にされたい。 

計画や事業の枠組みがあらかじめ決まってしまっているがゆえに、それから逸脱する

意見が出てきてしまうことを回避しようとしてしまう傾向があるが、市民参加とは多様

な意見が出てくるのは前提のことであり、それを交通整理していくところに課題設定の

工夫が問われる。政策提案制度などを活用し、幅広い意見を募ることで課題設定を多角

的に行うことを推奨する。 

市民等の声を取り入れることにより、初めて捉えられる側面があることも認識し、担

当課の当初の狙いや内容と異なる意見が出てきたのであれば、その原因はどこにあるの

かを分析し、考慮に値するものについては丁寧に応答していくことが重要である。 

 

３ スケジュールのあり方について 

市民参加の実施に当たって、その方針を決める早期の段階でアンケートを実施し、市

民参加の機会を設けている事業があったことは高く評価できる。 

また、アンケート結果を反映した原案を審議会で協議し、関係団体への意見聴取後に
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パブリックコメントを実施する他、パブリックコメントの意見を審議会にフィードバッ

クするなど、手法の相互連携ができるようなスケジュールを組んでいた模範的な事業も

見受けられた。 

上位機関の事業や物理的に固まっている案件であっても、計画の早い段階から市民等

の意見を募っていくことが重要で、そうした動向を踏まえた上で事業枠組みを設定する

ことが求められる。計画の早い段階で意見を聞く手法として、アンケートや対象者ヒア

リング、意見交換会、政策提案制度の開催などが手法として考えられるため、柔軟に取り

入れられたい。 

また、市民等の意見を聞いていくということは、そのすべてを反映させなければなら

ないということではないことに留意されたい。できないことはできないという認識は市

民等にもなくはないからこそ、求められるのはその応答的なプロセスを大切にすること

である。仮にできないことであっても、行政が真摯に検討し、市民等と向き合おうとして

いることが伝われば、今後の信頼関係の構築に結びついていくことが考えられる。意見

聴取などはスケジュール的な余裕を持ち、ＰＤＣＡサイクルを回す中でいただいた意見

を検討し活かすことで、事業がより良い方向に進むように臨んでもらいたい。 

 

４ 情報提供のあり方について 

 専門的な事業であっても、ガイドブックやリーフレットを作成している事業やパブ

リックコメントの概要版資料をイラストや図を用いて分かりやすく作成するなど担当課

で工夫を凝らしている模範的な事業も見受けられた。 

また、福祉関係の事業であれば福祉施設に資料を配架し、バスの運賃改定ではバスの

中にアンケートを配架するなど、関係する施設等に資料を置くことにより、意見を集め

ようとしている事業もあり評価できる。加えて、パブリックコメントと並行して出前講

座を実施し市民等へ対面での周知を実施するなど優れた情報提供を行っている事業もあ

った。 

上記の手法のように、概要版資料の作成及び資料提供については「その事業を初めて

知った市民等が一目見てわかりやすく理解できる内容になっているか・積極的に意見を

収集できるための情報提供を取っているか」を主眼に臨まれたい。特に、パブリックコメ

ントなど一律の発信になる市民参加の手法については、十分に思慮されたい。 

また、問題や課題を市民等と共有していくことが市民参加の重要な条件となる。市民

参加が少ないのは、市民等は無関心だからなのではなく、その事業の課題や目的を設定

するに至った根本的な情報など、その事業に関心を持つに至るまでの情報が市民等まで

到達してないことも一因として考えられ、一般的な情報提供に限られてしまっては、市

民等が自分たちの問題として受け止めていくことにはなかなかつながらない。 

そのため、計画や事業によって、既存の取り組みをめぐって何ができているのか・でき

ていないのか、今後何が問われているのかを明確にし、市民等へ発信することを意識さ

れたい。 

総じて、媒体・場所・手法・共有の４点をポイントとして、情報提供のあり方について、

さらなる磨きをかけていただきたい。 
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５ 優良事例について 

 以下３事業は、積極的に市民参加を推進した事例として模範とすべき内容であるため、

各事業担当部署では、今後の市民参加に取り組む際に是非参考としていただきたい。 

 

指導課「流山市いじめ防止基本方針」 

パブリックコメントでは図書館、児童センター等の子どもや保護者が集まりやすい場

所にも資料を配架し広域的な意見を募りつつ、生徒や教職員などの関係者への個別具体

的なヒアリングも実施し、一人ひとりの意見を深く拾い上げている。集めた意見は通年

で行われた審議会に落とし込み、それぞれの手法の特徴を活かし多面的に意見を方針に

反映している。 

 

子ども家庭課「子どもをみんなで育む計画～流山市子ども・子育て支援総合計画～」 

パブリックコメントの実施にあたってはイラストや図を用いて１２４頁の本文を６頁

の概要版に短くまとめており、保育所や学童クラブなどの関連する施設にも配架してい

る。また、ＬＩＮＥ公式アカウント「ながれやま市子育てチャンネル」を活用して周知す

るなど、積極的な情報発信を実施している。より多くの意見を集めるために工夫を凝ら

し、丁寧な情報提供を行っている。 

 

下水道建設課「流山市下水道ビジョン」 

複数回の審議会に加えてパブリックコメント実施後にも審議会を行い、パブリックコ

メントで集めた意見を審議会にフィードバックするなど、意見を反映することのできる

スケジュールが組み立てられている。また資料もグラフや写真を多く使用し、専門的な

分野だからこそ、市民参加の機会を増やすため分かりやすい資料作りに努めている。 

 

６ 総評 

全ての事業について、市民参加条例に基づく市民参加の実施が担当課に定着してきて

いると一定の評価を示したい。模範的な事業や模範には至らずとも市民参加の方法が大

変適切であり、複数の方法で求められている水準を上回っている事業も複数見受けられ、

事業担当課の研鑽の積み重ねを感じるものがあった。 

市民参加の本来の目的は、「流山市の今後のあり方について」を行政の視点だけでなく、

市民等の多様な視点を取り入れて多角的に考えることによって、実態に即した方向性を

見いだし、質の高い事業を実現することである。その結果、多様な人々が住みやすい街と

なり、行政に対する市民満足度の向上にもつながるものである。 

この点を踏まえると、「行政（担当課）や国や県が定めた上位計画による視点のみで課

題や事業目的を設定し、その枠組み内で形式的に市民参加を進めること」に留まらず、

「問題の発見や課題の設定段階から市民参加を推進し、実態に即した計画や事業を展開

すること」が重要である。そのため、市民等が関心を持つに至るまでの情報を市民等に到

達するように発信することや行政だけでは把握しきれない地域独自の課題を市民等から

丁寧に聞き出すプロセスに注力することが一層求められる。 

今後に向けて、市民参加の重要性を常に念頭に置いて業務に取り組みつつ、答申で述

べたポイントを取り入れることにより、より実質的な市民参加の実施にまい進していた

だきたい。 
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流山市市民参加推進委員会   

委 員 長 関  谷   昇    

    副委員長 齋  藤  伊久太郎   

島  澤  加 津 也 

羽 田 野  耕  一 

竹  井  芳  江 

井  上  菊  夫 

 



対象事業名 担当課
①市民参加の
方法の選択に

ついて

②市民参加の
方法のスケ

ジュールの妥
当性について

③事業の内容や
市民参加の仕組
みに対する市民
等への情報提供

について

④総評 ⑤コメント

1
第１１次流山市交通

安全計画
道路管理課 Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ－

◆必要最低限の手法は採用されているものの、より踏み込んだ意見を聴取しよ
うとする姿勢は見られない。選択された手法のほか、日常の業務において意見
を幅広く頂戴しているとのことであるが、それはいかなるもので、どのように
公表・反映されているのかが不明である。もっと積極的に様々な状況下にある
市民の声を聞くべきである。
◆通常業務の中で様々な意見を聞いているとしているが、意見集約方法とし
て、不特定多数の意見を集約できるアンケートを用いなかった理由にはならな
いと感じた。通常業務の範囲で多角的に様々な立場の意見を集約できるとは想
定できず、やはり意見は限定的ではないのかという疑問が払拭できなかった。
交通には多様な主体が関わり、時として生命にも関係する案件であることか
ら、様々な角度からの意見集約について再考いただけないかと思う。
◆老若男女問わず幅広い世代において交通災害が身近に発生しうることを考え
ると、意見を提出できる者の数に対しパブリックコメント数が少なく感じまし
た。
◆視点や柱で概要の内容がわかりやすい。市の考え方の回答に意見の要旨を加
えてわかりやすい。パブリックコメントにより、視点を増やしたり用語解説を
追加したことが評価できる。書面開催の審議会での委員の意見にも対応し、丁
寧に回答して公開していることは評価できる。
◆市民参加の方法選択（審議会、パブリックコメント）は適切。パブリックコ
メント意見を反映した最終版を審議会にフィードバックしておりスケジュール
は大変適切。事業内容の概要版は良くまとまっている。パブリックコメント意
見で「障害者の安全確保」の視点を加えて８つの視点に変更しており市民の意
見が反映された。
◆市民参加の方法については問題はないと思うが、人命に直結する課題なの
で、市民への啓蒙活動に一工夫が必要ではないか。

2
流山市いじめ防止基

本方針
指導課 Ａ Ａ Ａ Ａ＋

◆いじめの実態を解明して対応していくためには、幅広く意見を募っていくこ
とのほかに、いじめにあった子どもたちの具体的な声を積極的に把握し、その
原因解明と対応模索につないでいく必要がある。個別に声を拾い上げていくこ
とも重要な市民参加であることを踏まえられたい。
◆いじめの問題は、非常に難しく、行政サイドがこれに取り組む場合、相当の
負担が生じると推察する。そうしたなかで、出来る限りのことがなされている
のではないかと評価した。
◆パブリックコメントでの修正が多かったのはよかったと思う。デリケートな
内容なので、アンケート形式や意見聴取に気を遣ったと思うが、質問に対する
回答を見ると、努力をしたことはうかがえる。
◆市民参加の方法は審議会とパブリックコメントに加えて事前に学校関係意見
照会を行っており大変適切。原案に対して審議会と学校関係意見照会を並行推
進し、パブリックコメント意見(50件/13名)に対して16件の意見を反映した修
正版を審議会にフィードバックしておりスケジュールは大変適切。市内全小中
学校での意見聴取のアンケート方法や資料配架も適切で幅広い市民が意見参加
している。
◆パブリックコメントの回答がそれなりにあり、問題意識の共有がなされてい
る。

3
白みりんミュージア

ム整備事業

流山本町・
利根運河

ツーリズム
推進課

Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ－

◆手法は的確に選択されているが、アンケート実施の対象者が関係者（イベン
ト参加者や施設利用者など）に限定されており、多角的な意見聴取としては不
足していると思われる。
◆的確な意見集約方法を選択し、可能な限りの意見集約がなされていると推察
する。意見を加えるとすれば、もう少し対面アンケートの数が多くあれば、良
いのではないかと思う。
◆アンケートは全市民参加となっているが、イベント来場者や施設来場者のみ
である。パブリックコメントや地域住民等へのアンケートや説明会等でもう少
し幅広く聞けたのではないかと思われる。協議会の議事録も博物館的なものな
のか売店や売上重視なのか企画イベントをする施設なのか、意見に回答や議論
がなく物足りない気がした。
◆市民参加の方法は流山本町活性化協議会とアンケートを選択しているが協議
会は一般市民の公募はなく関係団体委員で構成されていて一回のみの開催、ア
ンケート回答は158人と少なく、アクセス手段などに対するフリーコメントの
基本方針への反映状況が分からない。市民参加の機会やタイミングが少なく改
善が必要。アンケートのコメントに対してはパブリックコメントと同様に「意
見と市の考え方、原案修正有無」を一覧整理してほしい。
◆市民参加への規則はクリアしていると思うが、みりんミュージアム設立の意
義をもう少し市民に周知徹底していた方が良かったのではないか。ハードでは
なく、流山市をPRするソフトの部分を強調すべきであろう。

4
第４期　流山市地球
温暖化対策実行計画
（区域施策編）

環境政策課 Ｂ Ａ Ｃ Ｂ－

◆審議会とパブリックコメントの二つが選択されており、必要最低限の手続き
は進めらているが、各立場の取り組みを誘う計画内容を踏まえるならば、市民
生活の具体的な場面で実感できるように、様々な機会を通じて市民の声を拾い
上げていく工夫が必要と思われる。
◆内容が専門的なのに審議会の意見や議論が活発であると感じた。計画自体が
ボリューム大だからか、パブリックコメント2名は残念。専門的でボリューム
大なので、市民提示に工夫が必要だったのかもしれない。審議会の意見もパブ
リックコメントの意見も取り入れて修正している点は評価できる。審議会でも
パブリックコメントの意見にもあった「流山はどうなのか」という方針が示せ
るとよりよかった。
◆市民参加の方法選択（審議会、パブリックコメント）は適切。パブリックコ
メント（3件/2人）意見を反映した修正も行っているが文面変更に関わる意見
だった。本計画は達成目標の定量化が難しく長期的な計画なので、流山市固有
の取組方針を市、事業者、一般家庭に分けて、具体的に何に取り組むかを概要
版に示せばパブリックコメントの意見も増えたのではないかと思われる。市民
参加に向けた情報提供方法に改善が必要と考える。
◆市民の協力が極めて重要であり、計画実行に際して如何に市民が問題意識を
高める工夫が求められる。

評価シート　【令和４年度終了事業】



対象事業名 担当課
①市民参加の
方法の選択に

ついて

②市民参加の
方法のスケ

ジュールの妥
当性について

③事業の内容や
市民参加の仕組
みに対する市民
等への情報提供

について

④総評 ⑤コメント

5
流山市空家等対策計
画及び流山市住生活

基本計画
建築住宅課 Ｂ Ｂ Ｃ Ｂ－

◆空き家対策として、その原因・対策の考え方・手法を盛り込む計画内容であ
ることから、各種専門家や先例関係者へヒアリングをしたり、政策提言を受け
ることも検討すべきであったと思われる。
◆対策の考え方・手法を盛り込む計画内容であることから、各種専門家や先例
関係者へヒアリングをしたり、政策提言を受けることも検討すべきであったと
思われる。
◆計画策定における市民参加は十分ではないかと思う。
◆協議会設置要領による協議会委員は建築や法律の専門家や福祉の方だが、特
に空き家対策に関しては、地域住民が問題を感じていると思う。1回目協議会
で、地域コミュニティー代表者の意見も聴取したいとあり、協議会委員に公募
市民や自治会の人などの意見があるとよかった。パブリックコメントに用意さ
れた資料が公表されていないのかわからないが、意見が少なく残念。
◆市民参加の方法選択（アンケート・ヒアリング、審議会、パブリックコメン
ト）は適切。但し審議会3回開催（内2回は書面開催）で原案修正なし、その後
パブリックコメント実施（8件/2人）、意見を反映した修正版の審議会への
フィードバックなし、原案優先、形式的で、スケジュール的にも改善が必要。
概要版(1頁)は提示されているが空家等対策計画(45頁)、住生活基本計画(65
頁)を読んでコメントするのは大変で、市民参加に向けた情報提供方法も改善
が必要と考える。

6
流山市下水道ビジョ

ン
下水道建設

課 Ａ Ａ Ａ Ａ＋

◆高度な専門性を有する事業であることから、選択された手法と情報提供にお
いて、一定の妥当性があると思われる。ただ、市民の関心が高まるように、さ
らに情報提供に努めることも重要である。
◆計画策定における市民参加は十分ではないかと思う。
◆市民を含めて活発な意見が出ていて、審議会が機能していることがわかる。
議事録で専門家より市民の名前が先に書かれていることも好感を持った。パブ
リックコメントの後に審議会が開かれて、パブリックコメントの意見と対応を
審議会で話して修正もしていることも評価できる。パブリックコメント期間中
に、資料の表紙に期日が書かれておらず、資料置き場の白板に記入がなかった
ことが残念。
◆市民参加の方法選択（審議会、パブリックコメント）は適切。パブリックコ
メント（3件/2人）意見を反映した最終版を審議会にフィードバックしており
スケジュールは大変適切。事業内容の概要版は良くまとまっており、本編（72
頁）もグラフや写真を多用して読みやすい。パブリックコメント意見からの修
正も分かり易い。

7

子どもをみんなで育
む計画～流山市子ど
も・子育て支援総合

計画～

子ども家庭
課 Ａ Ａ Ａ Ａ＋

◆情報提供を行いながら、複数の手法において意見聴取を行うことができてい
る。また、個別の意見にも着目し、必要に応じて検討していることも認められ
る。ただ、総じて意見聴取に留まっているので、もっと市民と多角的に議論し
たり、積極的な政策提言を受けていく姿勢と手法が必要であると思われる。
◆計画策定における市民参加は十分ではないかと思う。
◆パブリックコメント後も審議会等で、委員が市民の意見を把握して審議して
ほしい。パブリックコメント期間中に資料がなくなっていて手に入らなかっ
た。
◆市民参加の方法選択（審議会、パブリックコメント）は適切。パブリックコ
メント（35件/12人）意見を反映した最終版を審議会にフィードバックするス
ケジュール確保も適切。事業内容の本文(124頁)に対して概要版を6頁にまと
め、第2期計画に対する変更点を良くまとめている。ただ、今期事業は第2期計
画案の中間見直し案策定であるが、パブリックコメント意見をみると、第2期
計画そのものの市民周知が不十分と感じた(第２期評価への各種要望多)。
◆子ども・子育てについてはPRも頻繁に行われている点は評価できる。

8

（仮称）流山市多様
性を尊重する社会推
進条例の制定につい

て

企画政策課 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ－

◆多様性を尊重するという条例である以上、様々な立場や価値観をもつ方々に
即したものの見方・考え方を摂取していく必要がある。そのためには、既存の
枠組みだけでなく、より幅広く、柔軟に声を集め、当事者たちと議論し、何が
求められているのかを具体的に確かめていくプロセスが必要であったと思われ
る。
◆条例制定における市民参加は十分ではないかと思う。
◆パブリックコメント後に審議会で出された意見や市の考え方について審議で
きるとよりよかった。条例案だけでなくその解説もありパブリックコメントの
資料は良かった、意見もたくさんあり、修正も行われていることも評価でき
る。
◆市民参加の方法選択（審議会、パブリックコメント）は適切だが男女共同参
画審議会は障害者や国籍、LGBTなどの代表委員が含まれておらず、多様性を審
議する委員構成としては改善が必要。その為パブリックコメント（88件/21
人）意見を受けて80の修正を行っており、その修正版は審議会にフィードバッ
クされていない。多様性に関する条例制定に関する市民参加方法は形式的で審
議会構成委員やスケジュール面の改善が必要である。

総括コメント

◆市民参加の手法の選択については、理解が深まり、１事業につき必ず２つ以上の手法が実施され、条例に基づく運用が実施されている。
　個別的な手法において、さらなる発展を目指すためには、その事業の目的から特に影響の大きい市民等に市民参加の機会の保障及び情報共有がされるよう配慮することを心掛けられ
たい。
　なお、パブリックコメントのような全体的な手法においても、十分な情報を提供しないと市民等は関心を持たないため、より多くの情報をわかりやすく共有することやこの事業によ
り市民生活にどのような影響を及ぼすのかなど関心を持つような情報の働きがけが、実質的に足りてないケースがあるように思われる。
　同じ手法を選択するとしても、実質化していくように、「市民参加のスケジュールの妥当性」や、特に「事業の内容や市民参加の仕組みに対する市民等への情報提供について」を実
施担当課には深く検討をしていただきたい。
◆いずれの事業においても、条例に基づいて、市民参加の手法が取り入れられ、必要最低限の手続きは順守されている。ただ、総じて審議会・パブリックコメントが中心であり、工夫
としてもアンケートが実施されているに留まっている。政策提言を積極的に受けていく発想と姿勢がほとんど見られない点は、極めて残念である。市民参加を促進するためには、形式
的な手続き順守に留まることなく、事業内容に即した手法の選択と柔軟な意見聴取が求められる。また、意見聴取には、幅広く意見を聴取する側面と、当事者の声を徹底的に掘り下げ
ていく側面の双方が必要であり、数だけでなく質を高めていく配慮も必要である。さらに各課とも、計画や条例の内容をはじめからおおよそ固めていると思われるので、市民の政策提
言については消極的になりがちであるが、出てきた意見を的確に交通整理すれば、必要なことについては段階的に意見反映をすることは可能なので、今少し提言を受けていくことも検
討されたい。
◆市民が行政に関わることに対し、行政サイドの苦労を垣間見ることとなった。ただ、概ね市民参加が得られているものと推察できる。個々の場面でどのように市民がどのように関
わっていくことについては、行政、市民双方に課題があるように思う。
◆これは何においても言えることですが、PDCA（Plan（計画）→ Do（実行）→ Check（確認）→ Act（改善））を継続的に行い、より良いシステムを構築することが重要であると考
えます。今回の評価結果を踏まえ、今後各担当課において更により良いシステムが作られることを期待します。
◆ほとんどの事業で審議会とパブリックコメントが組み合わされており、パブリックコメントに向けた概要資料もわかりやすく、複数の意見もいただいており、市民参加の方法や情報
提供は適切であったと思う。中には広くアンケートができるとよいものもあった。７．８が、パブリックコメントの後に審議会は開かれていないようなので、審議会中にパブリックコ
メントができると市民の意見を審議できると思う。
◆市民が行政に参加する方法としてパブリックコメントが定着してきて、パブリックコメント向けの資料として概要版を準備するなどの改善が図られているが、概要版はXX計画やXX条
例などをサマリ（まとめ、簡略版）するのではなく、市民から見て何が変わる、市民は何をしなければならないか等の視点を明記すると、市民からの声がより多く集まると思います。
　また、パブリックコメントに対する「市の考え方」と「修正の有無」は、修正有無の二択ではなく、①素案を修正する（原案を修正する、付録・解説を追記する、字句を修正する
等）、②今回の素案は修正しないが関連計画や条例などの今後の検討に参考にする、③修正しない（単なる意見・要望、関連性なし）などの分類を設けてパブリックコメント投稿者に
フィードバックするようにすれば、市民参加が更に推進されると思います。
◆概ね市の条例等はクリアしていると思われるが、要はどう実施し、良い結果が得られるか問われる。こうした案件は、「規定通り実施しました」で済ませるのではなく、必ず「効果
がでている」ことを確認することが重要であり、皆さんのご努力を期待している。従来はコロナ禍で対面審議会、説明会等が難しい局面ではあったが、今後は極力多数の生の意見が聴
取出来るよう注力して頂きたい。



対象事業名 担当課
①市民参加の
方法の選択に
ついて

②市民参加の
方法のスケ
ジュールの妥
当性について

③事業の内容や
市民参加の仕組
みに対する市民
等への情報提供
について

④総評 ⑤コメント

1
地域公共交通活性化
事業・流山ぐりーん
バス運行事業

まちづくり
推進課 Ｂ Ａ Ａ Ｂ＋

◆市民の足であるグリーンバス運賃は大多数の市民に影響を及ぼす事案であ
る。多様な手法で意見聴取がなされており評価できる。
◆審議会、パブコメ、アンケートで市民からの意見を求めているが、審議会は
市民公募２名と少なく、パブコメの反対意見や要望に対してはパブコメ募集の
資料と同じ内容を繰り返す回答で全て却下しており、市民からの声に耳を傾け
る姿勢に改善が必要である。賛成・反対以外にも高齢者・障がい者・妊婦割
引、ルートなどに対して多数の意見が出ていて、市民の関心が高い事業であり
市民参加の方法や情報提供方法に工夫が必要である。
◆運賃改定が運行継続に資するということが市民に理解されるには、十分な情
報提供がなされるとともに、意見交換の積み重ねを通じて、バス利用のあり方
が幅広く問われることが必要である。条例に基づく形式的条件は満たしている
が、市民とともに考えるという政策形成プロセスも大事にされたい。
◆アンケートをバス車内にもおいたのはよかったが、ルート周辺や利用者の多
い地域での説明会等をするなどの方法もあったのではないかと思う。
◆パブリックコメント用概要版はわかりやすいが、結果公表の市としての意見
では、同様の意見への回答をまとめて見やすくすることができると思う。
◆効果は不明であったとしても、周知促進のため、ぐりーんバスの車内に資料
を配架するなど、創意工夫をされたことは評価してできると思う。
◆協議会の実施、アンケート、パブリックコメントの実施については、評価で
きると思う。ただ、料金の値上げは、利用者に負荷をかけることになるので、
これに対する何かしらの緩和策を利用者とともに考える契機があっても良かっ
たのではないかと思う。

2

流山市における幼児
教育の方向性と流山
市幼児教育支援セン
ター及び附属幼稚園
の在り方について

学校教育課 Ｂ Ｂ Ｃ Ｃ＋

◆スケジュール感などは問題ないが少子化対策、児童教育方針が注目を集めて
いる現在、関係者の真意が確実に伝わっているか不明な点がある。
◆審議会とパブコメで市民からの意見を求めているが、教育委員会(R5.10)で
廃園が決まった事業のパブコメで239名/437件のコメントがあり、賛成22名
(9%)でも原案のままとしている。質問コメントが多いのは情報提供方法にも課
題がある。教育委員会はパブコメ実施後に開催すべきであり、市民参加のスケ
ジュールに改善の予知がある。結論ありきで形式的に市民の声を聞いている。
◆財政面で施設の維持が厳しいことから、すでに方針が決定しており、市民参
加のプロセスを確保する視点が希薄であるように感じられる。その地域から当
該施設がなくなることは大きな影響があるだけに、市民参加の点からすれば、
財政面のみならず、多角的観点から議論を共有していくべきである。
◆事業タイトルは方向性と在り方とあるが、実際には教育委員会議で「廃園方
針決定」された後のパブリックコメントであり、形式的に行われたという印象
です。
◆結論ありきのスケジュールになっていると考えられ、パブリックコメント後
に結果をフィードバックできる審議会等がない。
◆利用者はわかっているし利害のある方は限定される事業なので、対面の説明
会などを丁寧に重ねるなどの方法があったのではないか。
◆「附属幼稚園周辺地域住民からの意見が多く関心が高かった」とのことです
が、それに対し市民参加の手法が審議会及びパブリックコメント（広報ながれ
やま）の２種類となっているのは些か少なく感じる。
◆「附属幼稚園周辺の住民からの意見が多く関心が高かった」としていなが
ら、具体的な人数の内訳は把握していないというのは、なにを根拠に「意見が
多い」としたのか理解できない。また、市民参加のあり方の方向性として、単
にパブリックコメントを集めるというのは意味がなく、どのように市民と関わ
りながら、問題を解決していくか、または、解決に至らなくても、納得しても
らうためのアクションにあると思う。改めて市民と考えるということについて
検討していただきたい。

評価シート　　【令和５年度終了事業】

◆審議会開催数も十分で、市民の声が反映されており評価できる。
◆属性を問わない包括的な支援体制について、1年目は専門家による審議会で
素案を作り、2年目は公募市民6名を含む17名の審議会を5回開催後、パブコメ
で意見を求めて原案の修正を行っている。難しい課題に対して時間をかけた審
議とパブコメで修正した内容のフィードバックも行っており、市民参加の機会
を多く設けている。
◆地域ぐるみの包括的な相談支援体制となっているが、職員と相談支援にあた
る支援者からの声を聞くに留まり、市民からの声を幅広く募ることができてい
ないと思われる。「生きづらさ」とは馴染みがないものではなく、誰でも感じ
うるところだけに、どのような支援体制なのか、もっと当事者目線からの情報
提供が必要と思われる。
◆審議会と懇談会で複数の提言は受けているが、パブリックコメント後に審議
会等があるとよかった。
◆なじみのない市民にも想像ができる概要版情報資料にはなっているとは思う
が、審議会とパブリックコメントだけで対象となる人などに情報がいきわたっ
たか、関係者へのアンケートや説明会なども選択できたのではないかと思っ
た。
◆専門家や普段から相談支援をする側の意見集約にご尽力されたことは評価で
きると思う。ただ、パブリックコメントを行っているとは言え、得られた意見
は４人であり、行った方法では、利用する立場の考えが著しく不足しているよ
うに思う。
「有識者からの意見を聴取することにより、相談者サイドの意見を反映させる
とともに、パブリックコメント後に当事業者団体への説明を行うなど、相談者
サイドの意見聴取に努めました」とあるが、相談者サイドの意見聴取の方法は
他にもあるのではないかと思うが、当事者にしか分からない難しい点があるの
か。
◆専門家や相談支援をする側の意見集約のみではなく、相談者側の意見をＳＮ
Ｓなどを使って幅広く集めることができるとよかったのではないか。

Ｂ＋ＢＢＢ福祉政策課

流山市生きづらさ包
括支援事業実施計画
（重層的支援体制整
備事業実施計画）

3



対象事業名 担当課
①市民参加の
方法の選択に
ついて

②市民参加の
方法のスケ
ジュールの妥
当性について

③事業の内容や
市民参加の仕組
みに対する市民
等への情報提供
について

④総評 ⑤コメント

4
流山市文化財保存活

用地域計画
博物館 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

◆上位の関係法があるが、独自色も出ており努力の跡がうかがわれる。
◆2年に亘って協議会、審議会で審議し、審議会開催期間中にパブコメを募
り、24名/75件のパブコメは、どなたも長文で、流山の文化と自然を守りたい
という市民の声と熱意が感じられた。
◆歴史的・文化的な遺産の保守と活用をめぐる市民参加は、単に市民の声を聞
くだけでなく、一緒に実践していくところまで想定すべきである。市民が当該
遺産をどのように理解し、自分たちが果たしうる役割があるか、一緒に考える
場や機会が設けられるべきである。
◆地域行事等で話をきいているとのことだが、文化財のある地域の人などに説
明会などを開く方法もあったのではないか。
◆文化財保護法による委員の条件を満たしているとのことですが、ほとんど専
門的な会議にみえる。市民の感覚的な意見も聞きたいので、協議会にも公募市
民がいるとよいと感じた。
◆担当課の司会者に誘導のような発言がみられることが気になった。
◆ワークショップや市民アンケートでの意見聴取は検討したが、地域行事等で
市民の皆さんから歴史や文化財に対しての考え方を伺っているので実施しな
かったということか。事業に対する市民参加のあり方を改めて検討していただ
けたらと思う。

5
地域防災計画策定事

業
防災危機管
理課 Ｂ Ｂ Ｂ Ｃ＋

◆上位の関係法があるが、独自色も出ており努力の跡がうかがわれる。
◆審議会とパブコメで市民参加の機会を作っているが、審議会1回開催のみ、
パブコメは3名/8件で追加修正や提案は、すでにやっている、規約通り、追記
できないなどを理由に却下している。市民参加機会(審議会開催回数)や市民へ
の情報公開方法に改善の余地がある。
◆地域防災計画は、個人とともに、自治会など地域の諸団体も重要な担い手と
なっているので、日頃から防災に対する要望などを確認していることは望まし
い。いかなる地域防災体制が準備できているのか（あるいはできていないの
か）、洗い出しをしながら計画の見直しを図るべきと思われる。
◆パブリックコメント用概要版資料は、字が大きく読みやすいがボリュームが
あり、全部読んで意見を出すのにはハードルが高い。概要版資料には、前計画
からの内容の見直し点の細かい修正事項はいらないのではないか。
◆激甚災害が頻発し、大地震の発生が言われるなかで、行政は、自主防災組織
など市民の活動とコミットした形で防災を充実させていく必要があると思う。
市民の活動やニーズに目を向けていくと、新しい防災のあり方や、流山市独自
のメソッドが見いだせる可能性があると思う。
防災は市民の命に関わる重要な事項だと思うので、市民参加について改めて検
討していただけたらと思う。

6
流山市都市公園条例
及び流山市都市公園
条例施行規則の改正

みどりの課 Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ

◆この事業は官民連携手法(Park-PFI)導入を前提にして、運動公園全体管理を
1指定管理者に委託するという条例改正であり、審議会(みどりの委員会：6名)
には公園利用者などの一般市民の参加がなく、開催2回と少なく、業者委託を
前提にトライアル・サウンディングを実施して、事前アンケートで出た市民の
要望と、その解決手段が条例改定というプロセスに乖離がある。市民の声を広
く求める方法、期間、情報提供方法に改善を求める。
◆当初の資料だけでは、どのような市民を対象に意見を聴取しているのかが分
かりづらい。指定管理者の業務範囲の変更に当たっては各方面の意見を募った
上で条例改正に結びつけているとのことだが、その集積がいかなるものであっ
たのか、どのように原案に反映させたのか、しっかりと整理した資料を準備す
べきである。
◆利用者や利用団体向けの説明会や意見をきくことができたのではないか。
◆パブリックコメント用概要版資料は１枚で見やすいが、変更の背景が市民が
飲食店を求めており事業者ヒアリングにより設置可能であるとのことである
が、変更の概要の＜課題＞にある連携円滑運営が十分でなく利用者にとってワ
ンストップ化がされていないこと、を情報提供として変更の背景の方に載せた
方がよいと思った。
◆案件として市民参加の難しいものだったのではないかと推察するが、もう少
し検討し、実施していただければと思う。

7
第7期流山市障害福
祉計画・第3期流山
市障害児福祉計画

障害者支援
課

社会福祉課
Ａ Ａ Ａ Ａ

◆審議会パブコメ実施状況は適切と思われる。意見を多く反映させており評価
できる。
◆素案作成前に当事者アンケート(1500件)を実施し、それを反映した審議会
(公募市民6名)を5回開催して素案を作成し、障がい者団体との意見聴取後、パ
ブコメを募集して全ての市民参加機会で市民の意見を反映した素案の修正を
行っている。特に市民参加の方法とスケジュールの妥当性が水準を上回ってい
る。
◆専門家・一般市民・当事者（家族）の声について、また受け入れる側の声に
ついて、複数の手法を通じて丁寧に把握しようとしている。得られた意見につ
いては、取りまとめた上でフィードバックし、計画の運用においても協力が得
られるように、一緒に実践していくことを心がけたい。
◆パブリックコメント用資料が、市内実情はわかるが数値資料が多く、要約し
た内容もある方が意見が出しやすいと感じた。要望が多いので計画の遂行を望
む。
◆受け入れ側の意見集約については、質疑応答でクリアになっているのではな
いかと思う。アンケート調査も相当数実施されている点を踏まえて評価した。

8
第9期流山市高齢者

支援計画

高齢者支援
課

介護支援課
福祉政策課

Ａ Ａ Ａ Ａ

◆各種市民参加実施がなされ、加えて出前講座の開催も多く大いに評価でき
る。
◆事前の当事者3,000人へのアンケートを経て審議会(5回開催)で素案を作成
し、出前講座(6箇所)とパブコメ(9名/30件)を実施している。このような計画
策定では他事業でも模範にすべき市民参加機会で設定であり、スケジュールも
妥当である。パブコメでは要望意見が多く、この事業への期待度は高いと感じ
た。
◆審議会・パブコメ・アンケート・出前講座、さらには策定段階からの意見交
換など、多角的に当事者や専門家・支援者の声を聞くことができている。自
助・共助・公助とは、行政でできないことを市民の自助や共助に委ねるのでは
なく、自助や共助でできないことを行政に委ねることを意味するので、重層的
な補完関係が築かれることを期待したい。
◆パブリックコメント後にも審議会等があるとよかった。パブリックコメント
用概要版資料が、バランスがよく分量も適当でわかりやすい。
◆審議会、パブリックコメント、アンケート調査が実施され、市民参加がなさ
れていると思われる。



対象事業名 担当課
①市民参加の
方法の選択に
ついて

②市民参加の
方法のスケ
ジュールの妥
当性について

③事業の内容や
市民参加の仕組
みに対する市民
等への情報提供
について

④総評 ⑤コメント

9

流山市都市公園条例
及び流山市コミュニ
ティプラザの設置及
び管理に関する条例

の改正

スポーツ振
興課 Ｂ Ａ Ｂ Ｂ

◆テニスコートには利用者も多く、十分情宣活動が出来たのではないか。
◆市民参加方法は審議会とパブコメ、審議会は3回開催、パブコメは13名/14件
で賛成10件である。本事業は庭球の利用料金値上げに関するもので、市民参加
の観点では庭球利用者などに限られる事業のため、全市民の参加は難しい案件
である。今回の利用料値上げが、運動公園の改修工事費用との抱き合わせなっ
ていることと、運動公園工事と関係のない他コートの値上げに関する市民への
説明は改善の余地がある。
◆利用料金を改定するに当たっての情報を提供しつつ、利用者や潜在的利用者
の声を聞くことができている。利用料金が上げることでどのような影響が出る
のか、市民にさらに分かりやすい情報が発信できることが期待される。
◆審議会での発言が多いがその内容は、資料がわかりにくいことへの意見が多
く、準備不足を感じる。
◆パブリックコメント用資料が表のみで説明がなく、何にどう意見したらいい
かわかりにくい。
◆特定の利用者からではなく、全市民を対象に意見集約を行いました、とある
が、パブリックコメントのことであるか。13名からの意見は大変貴重なものだ
と思うが、更に広く集める方法が世の中にはある。広い視野で検討していただ
けるとよいかと思う。

10
ごみ収集事業・事業
系ごみの出し方の見
直しについて

クリーンセ
ンター Ｂ Ａ Ｂ Ｂ＋

◆事業者ゴミ出し案件は直接市民の関心を及ぼさないが、よくPR出来ている。
◆事業系ごみの出し方や価格改定に関する見直し議論は、一般市民が参加し難
い事業であり、審議会（公募市民5名）と事業者向け意見交換会の選択は妥
当、期間も問題ない。市民向けではないが事業者向けに分かり易いガイドブッ
クとリーフレットを作成しており、このような情報提供方法は他事業も模範と
なる。
◆事業者のゴミの出し方を見直し、啓発・普及させていくのであれば、当事者
たちの理解が深まり、具体的に実践していくことが市民参加であるということ
を各方面がしっかり自覚していくことが必要である。当事者たちの自覚に向け
た情報発信をさらに工夫していくことが大切である。
◆意見聴取期間を設けたのはよいが、答申前後の意見交換会なので修正できに
くいのではないか。
◆審議会での意見を入れてガイドブックとリーフレット作成はよかった。
◆事業系ゴミの出し方の見直しということで、なかなか市民参加の難しい事業
だったと思うが、事業者の声を聞く機会に務めていた点を評価したいと思う。

11

流山市パートナー
シップ・ファミリー
シップの届出に関す

る要綱

企画政策課 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

◆センシティブな問題でもあり、もう少し広く市民の声が届く施策を考慮する
余地があったのではないか。
◆審議期間は約1ヶ月と短く、パブコメでは3名の当事者が貴重な声を上げてい
るが、一歩前進ながら流山市が多様性を尊重する町になるには道半ばという意
見が多い。当事者の声を聞く方法への工夫（市外、海外）や一般市民への理
解・啓蒙活動に改善が必要である。
◆他市の状況を含めた情報発信、学びの場の設定などを行うとともに、当事者
たちの声はもとより、専門家や一般市民の声も聞こうとしている。ただ、反対
意見にはどのようなものがあるのかを把握することも重要なことから、もっと
多角的な手法を通じて声を聞き、今後の理解促進に努めていくことが必要と思
われる
◆直接当事者からの話を聞いた講演資料が公開されて見ることができてよかっ
た。
◆審議会の日程がタイトであり、パブリックコメント後に審議会がなかった。
◆当事者の方へヒアリングをされたとのことであるが、何名に実施し、どのよ
うな意見があったのかについては何も回答されていなかった。せっかくヒアリ
ングを実施し、広く市民からの意見を集約したのであるから、きちんとアピー
ルしても良かったのではないかと思う。

12
流山市成年後見制度
利用促進基本計画

高齢者支援
課 Ａ Ａ Ｂ Ｂ＋

◆喫緊の課題でもある。制度自体の説明も十分できているのではないか。
◆「成年後見制度利用促進基本計画(平成29年)」が閣議決定され、この上位計
画に対して7年遅れで流山市が素案作成に取り組んだ事業だが、審議会は関係
組織・団体代表が多く、一般市民より当事者の声を集めた素案作成を行ったよ
うに感じた。令和5年時点でも244人の利用者がいる制度であり、今後利用者が
増える状況から市民への情報提供（制度浸透）に改善を希望する。
◆制度そのものがまだ地域社会に浸透しているものではないので、具体的な支
援内容を盛り込んだ情報発信を積極的に行なっていくことが大切である。意見
を出し合っていくことから、制度への橋渡しまでが市民参加であるとの理解の
もと、幅広い周知化がなされていくことを期待したい。
◆パブリックコメント後に修正等がある場合は審議会の開催するなどのフォ
ローアップを行うことを推奨します。
◆出前講座、助成ともに継続して欲しい。
◆質問の回答にもあったが、市民参加になじまない事業だったと思うが、2種
類の審議会の実施やパブリックコメントの実施など、意見集約に努められたと
思う。ただ、制度に対する理解を兼ねた意見集約なども考えられるのではない
かと思った。



対象事業名 担当課
①市民参加の
方法の選択に
ついて

②市民参加の
方法のスケ
ジュールの妥
当性について

③事業の内容や
市民参加の仕組
みに対する市民
等への情報提供
について

④総評 ⑤コメント

13
住民票等共同発行の
終了（事務委託の廃

止）
市民課 Ｃ Ｂ Ｃ Ｃ

◆DXが進みこうした流れは十分理解されている。
◆これは素案や計画などはなく方針（事務委託の廃止）を前提に市民の声を聴
く事業であり、パブコメ：0件、アンケート：31件が市民参加実績である。廃
止方向は必然と思うが市民に広く状況を説明して納得をいただくような市民参
加方法や情報提供（廃止への理解）に改善を希望する。例えば、この制度の利
用者数を提示するだけではなく、現状の住民票取得はどこで行っているかの実
態を市民に提示するなど。
◆そもそもあまり認知度が高くなかった制度のようであるが、その廃止につい
ても市民から積極的に声を聞こうとする姿勢に欠けていると思われる。パブコ
メやアンケートを形式的に実施するだけでは、市民参加としては不足している
と言わなければならない。取り組み内容を積極的に市民に発信し、一緒に考え
ていくプロセスづくりが必要と思われる。
◆そもそもの認知度と利用が少ない他市との共同事業廃止に関して、パブリッ
クコメントとアンケートをやりましたとのことで市民参加といえるか難しい。
◆廃止をするにはそれなりの理由があってのことかとは思います。しかしなが
ら、市民参加と言う点で考えた場合、結果的に廃止と言うことであったとして
も、選択した手法は市民参加をしたとは言うにはほど遠い内容かと思料しま
す。
◆認知度が低かったとは言え、すべての市民が関わる事業であるにも関わら
ず、ご提出いただいたシートや質問のご回答から、市民参加を積極的に実施す
る意図が読み取ることができなかった。

14
南流山駅周辺地区ま
ちなみづくり指針

まちづくり
推進課 Ｂ Ｂ Ｂ Ｂ

◆特定地域の課題でもあり、参加者を集中させたのは効果的であったと思われ
る。
◆意見交換会（周辺自治会、地権者）やアンケートで市民参加の機会を作って
いるが、関係地域に関わる事業のため市民が広く参加するのは難しい事業であ
る。アンケートの要望に対しては「ご意見として承ります」が多く、指針案へ
の反映は少ないと感じた。
◆すでに大方の方針が固まっているからか、市民と一緒になって指針を作ろう
とする姿勢に欠けているように思われる。意見交換会やアンケート調査を実施
するには、この指針がどのような意味を持つのか、いかなる内容になるのか、
丁寧な情報発信が必要であり、その理解が深まっていく中で意見を聞くプロセ
スの取り方が必要と思われる。
◆意見交換会で説明し意見を聴取、意見募集でＱＲコードでフォームに記入な
ど意見を聞こうとしていると感じるが、ご意見として承りますが多い。他の考
えられる課と合同で意見交換会や説明会を行うこともできたのではないかと
思った。
◆南流山駅周辺地区まちなみに関わる市民は相当数あるにも関わらず、アン
ケート調査の結果に満足されているようだった。本来であれば無作為抽出した
周辺住民への配布も考えられると思う。この事業は最も市民参加が希求される
事業の一つだと思う。

総括コメント

◆パブコメ等で多くの市民参加を期待した施策を採用している点は大いに評価できる。ただ、その割に参加者提出者が少ないケースもありこの点が気がかり。今後は参加者等を増や
す施策を期待したい。
◆市民参加の方法は、素案作成段階ではアンケートや審議会が選択され、素案～最終案の段階ではパブコメ、説明会、公聴会などが選択される。上位計画(国、県)がある場合や、中
長期計画の見直しなどの事業は、素案作成フェーズでの市民参加機会が低く、素案作成後のパブコメでは、①反対が多い⇒素案に問題あり、②質問が多い⇒情報提供に問題あり、③
要望が多い⇒素案への期待大、④コメントが少ない⇒市民参加の方法、スケジュール、情報提供のいずれかに問題あり、の傾向がある。
◆大半の事業においては、条例・制度手続きに基づく市民参加の手法が選択され、的確な運用が行われている。その手法の選択についても、趣旨に即して相応しい理由が考えられて
いると思われる。しかし、市民参加が形式的な導入にとどまっているものが少なくなく、実質的に市民や当事者の声を反映させようとしている事業は決して多くないと言わざるを得
ない。市民参加とは、ただ意見を聴取するだけのものではなく、当該計画の前提となる諸課題を一緒に解き明かし、課題解決に向けて市民と行政がともに関わっていくことを意味し
ている。その意味で言えば、可能な限り声を聞く努力が必要となるのであり、また市民が当事者意識を持って関わっていくことができるような裾野を拓いていくことも問われるもの
である。無論、案件によってどこまでの市民参加が可能になるかは様々であるが、いま少し市民参加の実質化が図られていくことを期待したい。
◆全体に専門家の多い審議会と形式的なパブリックコメントが多かったという印象です。関係者との意見交換や意見聴取、事前の対面での説明会などの方法の選択でもっと市民参加
推進できたものがあると思った。
◆グリーンバス料金値上げや幼稚園廃園、住民票共同発行終了など行政上せざるを得ない時期であると思われる事業の市民参加の在り方や評価方法は一律では難しいとも感じた。行
政として変えざるを得ないことへの市民参加の方法は、特に関連利用者への事前の丁寧な説明を経て、市民全体にパブリックコメントを行い、その後審議会等で原案修正できるかど
うか審議できるとよいと思った。（以前新設学校に関してあったと思うが）パブリックコメントに複数案を提示する方法もあると思う。
◆パートナーシップ制度のような新しいものは、市民に知らせて意見をいただいて作ってから運用しながら当事者等の意見を聞いていく方法もあると思った。
◆全般的は市民参加を促し、回答を得られたものが大半かと思う。
しかしながらその一方で、廃止やむなしの事案に対しての市民参加について、対応として如何かと言うものもあり、市民参加の難しさを考えさせられる内容もある。
今後、行政と市民双方がこのような場合に、どのようにして市民参加を推進して行くことが適切であるのか検討行くべきかと思う。
◆通勤、通学をする人たちも市民等であるため、「市民＝住民」と限らず幅広い方へのアプローチを考えられたい。
◆結論が既に決められている事業もあることは理解できるが、その事業に相応しい市民参加の手法の選択になっていたか、市民参加を行うスケジュールは適切だったかなどについて
精査されたい。
◆パブコメを行っても意見が集まらないというのは、手法の選択が適していたのか、そもそも市民参加を実施するのに相応しい事業だったのか考えていく必要があると思う。


